
「名古屋議定書時代におけるインドネシアとの遺伝資源利用共同研究のあり方」 

 

 

遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS)は提供者と利用者の契約が基本である。どのように合意するかの基本

原則について世界的に合意したのが生物多様性条約であり、ABS の原則に特化してより明確にしたのが名古屋議

定書である。 

 

基本原則は、提供者が属する国が主権的権利を持っているため、 

その国の制度を遵守することである。提供国のＡＢＳ制度は、生物多様性条約及び名古屋議定書の基本原則を逸

脱してはいけないが、それぞれの国情に応じて独特のものを作ることが可能である。 

 

 

しかし、ＡＢＳ制度を明確に持っている国は少なく、いまだ不完全な制度や他の目的のために作られた法令を流

用している場合が多い。そのため、実際は現実的な経験に基づく対応を行っている場合が多い。 

このような不透明な状況に対応し、遺伝資源のアクセスと利益配分に関する当事者間で合意を得るためには、提

供者側の制度を理解するとともに経験を共有することである。 

 

インドネシアは名古屋議定書に批准しており、ＡＢＳに関する国内措置を構築中である。制度が移行中であるた

め、アクセスと利益配分が不透明な状況になっている。 

現行制度と新制度設計の両方を理解することが求められ、実際にインドネシアの遺伝資源にアクセスする場合に

は、日本のアクセス経験者の事例とインドネシア政府の新制度設計担当者の説明を受けたうえで、新制度への学

術界の要望を伝えることが重要である。 

 

本ワークショップでは、インドネシア政府からＡＢＳ制度を設計中の担当者、研究所や大学のＡＢＳ担当者を招

き、インドネシアのＡＢＳの新制度について説明受け、更に 

日本とインドネシアの共同学術研究を実施している研究者に現在の制度の体験談をご講演頂き、インドネシアの

担当者に日本の研究者の要望を伝える場を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【日時】2016 年 3 月 10 日（木） 13：00～17：20（12：40 開場） 

 

【会場】ＡＰ東京八重洲通り ７階 P ルーム（東京都中央区京橋 1-10-7 KPP 八重洲ビル） 

 

【対象・定員】100 名程度  

動物・植物・微生物(遺伝資源/生物資源)を海外から取得して研究を行う学術機関に所属の研究者、その研究支援

者（産学連携、知財、研究推進、URA 等に所属の方） 

 

【参加費】無料、事前申込制 

 

【主催】国立遺伝学研究所 ABS 学術対策チーム 

 

【申込方法】http://idenshigen.jp もしくは abs@nig.ac.jp（担当：榎本まで） 

 

【内容】 

 

1．開会 

2．Ms. Marionni Hanoum 

      Staff,Director of Biodiversity Conservation,Ministry of Environment & Forestry 

3．Ms. Lulu Agustina 

      Head, section of Monitoring Genetic Resources,Directorate of Biodiversity Conservation, Ministry of 

Environment & Foresty 

4．Prof. Enny Sudarmonowati 

     Depury Chairman of Life Sciences,Indonesian Institute of Sciences(LIPI) 

5．休憩 

6．Prof. Iskandar Z. Siregar 

      Director of Research and International Collaboration,Bogor Agricultural University 

7．鈴木 健一郎 先生 

      製品評価技術基盤機構（NITE） バイオテクノロジーセンター（NBRC）技監 

8．パネルディスカッション 

      モデレーター 筑波大学 生命環境系 教授 河瀬眞琴 先生 

9．閉会 


